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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月３１日 １３時００分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市大物
だいもつ

東方沖（琵琶湖西部） 

 大物基地四等三角点から真方位１０６°８９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１２.６′ 東経１３５°５６.５′） 

事故の概要  プレジャーボートNAO
ナ オ

-7 は、北北西進中、また、水上オートバイ

RINA
リ ナ

･AYU
ア ユ

は、東進中、両船が衝突した。 

 RINA･AYU は、船長ほか２人が負傷し、右舷船首外板に擦過傷、ハ

ンドルに曲損等を生じ、また、NAO-7 は、船首、左舷船首外板等に擦

過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年９月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート NAO-7、５トン未満 

   ２５０－１９２０６滋賀、合同会社新戦組 

   ９.６８ｍ（Lr）×２.３８ｍ×１.５０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、３８２.４６kＷ（合計）、平成２年４月 

Ｂ 水上オートバイ RINA･AYU、０.１トン 

   ２７０－４４９３１兵庫、個人所有 

   ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５.６０kＷ、平成１５年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４３歳 

   一級小型船舶操船士・特殊小型船舶操船士・特定 

    免許登録日  平成２３年７月１５日 

    免許証交付日 平成２３年７月１５日 

           （平成２８年７月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 女性 １６歳 

   特殊小型船舶操船士 

    免許登録日  平成２６年６月１１日 

    免許証交付日 平成２６年６月１１日 

           （平成３１年６月１０日まで有効） 

  同乗者Ｂ１ 女性 １２歳 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ１）、軽傷 １人（同乗者Ｂ２） 

 損傷 Ａ 船首、左舷船首部外板等に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷、ハンドルに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

水象：湖上 平穏、水温 約２８℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、大津市青柳
あおやぎ

浜北東方のプライベートビーチに向け、

大物東方沖を約４５㎞/h の速力で北北西進中、船首近くを水上オー

トバイが左方から右方に航行していったので、船長Ａは、危ない船が

いると思って目で追い、視線を戻したところ、左舷船首付近に初めて

Ｂ船を認めた。 

 船長Ａは、危険を感じて機関を後進に入れ、同乗者Ａと共に止まれ

と言って手を振ったものの、平成２６年８月３１日１３時００分ご

ろ、大物東方沖において、Ａ船の船首とＢ船の右舷船首とが衝突し

た。 

 Ａ船は、衝突後、後進したところ、船長Ａが、湖面に浮いている同

乗者Ｂ１、他の同乗者（以下「同乗者Ｂ２」という。）及びＢ船上で倒

れている船長Ｂを認め、本事故の発生に気付いて駆けつけた他の水上

オートバイと共に救助に当たった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂの船首側に同乗者Ｂ２

を、その船首側に同乗者Ｂ１を乗せ、遊走の目的でビーチ付近の砂浜

を発進し、大物東方沖を約２５㎞/h の速力で東進中、接近してくる

Ａ船を避けるため、左舵を切ったものの、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は、救急車で病院へ搬送され、同

乗者Ｂ１は、頭部等を負傷して本報告書審議時においても入院中であ

り、船長Ｂは、頭部等を負傷して約３か月間の通院加療を要し、同乗

者Ｂ２は、右示指挫創等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ 船長Ａの着

座状況、写真３ Ｂ船、写真４ 衝突状況（Ａ船とＢ船の損傷の一

番激しいところが一致）、写真５ 衝突状況（衝突角度は、ほぼ直

角） 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、衝突の数秒前、Ａ船が北北西進している進行方向を時計

の１２時とし、短針で０９時３０分から１０時００分の方向約８０～

１００ｍに初めてＢ船を認め、危険と思い、瞬時に速力を落とした。 

 船長Ａは、Ｂ船にもっと前から気付いていたら、衝突するかしない

か分かったと思った。 

 船長Ａは、機関を中立、後進に操作し、速力が約４０～５０㎞/h

から約１０～１５㎞/h まで減速したときにＢ船と衝突したと思っ

た。 
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 船長Ａは、衝突後、Ａ船の主機が停止していることに気付き、主機

を起動したところ右舷主機が始動しなかった。 

 同乗者Ａは、同乗者Ｂ１がＢ船の一番前に乗ってどこに手を置いて

いたか覚えていないが、船長Ｂが操船していたならば手を届かすため

立っているはずなのに見えていないので、同乗者Ｂ１が操船していた

と思った。また、同乗者Ｂ１が驚いて思考ができなくなり、動きが止

まって突進して来ていると思った。 

 同乗者Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷船首方から接近して来たと思った。 

 Ｂ船の取扱説明書には、操船方法に関し、次のとおり記載されてい

る。 

 航走中ずっと同乗者はバランス保持のため両足をデッキにおき、す

ぐ前の人の体につかまるか、シートバンドをつかんでおいて下さい。

そうしないとバランスを失ってけがをすることがあります。決して同

乗者は、操縦者の前に乗せないで下さい。 

 船長Ｂは、本事故によって生じた負傷により、本事故前後の記憶を

喪失した。 

 同乗者Ｂ２は、船長ＢがＡ船がＢ船に向かって来ている旨を言った

後、危ないので避けようかと発言し、少し左転したところにＡ船が急

に曲げてきて衝突したと思った。 

 船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ2 の身長はそれぞれ、約１６４㎝、

１４０㎝台及び約１６１㎝である。 

 Ｂ船は、船長Ｂが黄色とピンク色、同乗者Ｂ１が青色と白色、同乗

者Ｂ２が黄色と青色の救命胴衣を着用していた。 

 Ａ船とＢ船の衝突角度は、ほぼ直角であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、大物東方沖を北北西進中、船長Ａが、船首付近を左方から

右方に通過した他船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかった

ことから、左舷方から接近するＢ船に至近で気付き、機関を後進にか

けたものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、大物東方沖を東進中、船長Ｂが、接近してくるＡ船に危険

を感じたことから、Ａ船を避けるために左転したものの、Ａ船と衝突

した可能性があると考えられるが、本事故によって生じた負傷によ

り、本事故前後の記憶を喪失したので、衝突に至る状況を明らかにす

ることはできなかった。 

原因  本事故は、大物東方沖において、北北西進中のＡ船と東進中のＢ船

とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・一定の方向だけに見張りを行わないこと。 

 ・操船者の前に同乗者を乗せると操船の妨げになるおそれがあるの

で留意すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの着座状況 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 衝突状況（Ａ船とＢ船の損傷の一番激しいところが一致） 
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写真５ 衝突状況（衝突角度は、ほぼ直角） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


